
平成31年 4月 1 8日

厚生労働大臣殿

機関名 京都大学

所属研究機関長 l織名 医学研究

氏名岩井一

次のl隊員の平成30年度厚生労働行政推進言周資事業費の調査研究における、倫理審査状況及ひ下リ主主相反等の

管国については以下のとおりです。

1.研究事業名 厚生労働行政批進調脊事業＇／｝J補助金（政策科学総合研究事業（政策科学tif，進研究事業）

2. 研究課題名 患者調査等、各種J主幹統計翻谷における NDBデータの利用可能性に関する評価

( H2 9一政策一指定一 00 5 ) 

3.研究者名 （所服部筒・ l除名） 医学部附属病院診療報酬センター.lffs教授

（氏名・フリガナ） 加藤源太 カトウゲンタ

4. 倫瑚！苦手査の状況

該当性の有無 在員己で該当がある場合のみ記入（出I)

有 l!t¥ 審査j斉み 洛至宝した機l主I 米主監査（ィく2)

ヒトゲノム・逃伝子解析研究に関する倫理指針 臼 回 ロ ロ

遺伝子治療等総床研究に関する指針 臼 図 ロ ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（畑） 回 口 図 京都大学 ロ

j草生労働省の所管する突臓機関における動物実験
ロ 臼 口 ロ

得の実施にI到する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名祢：
口 回 口 ロ

（※I) 当技研究古が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理I指針に｜到する倫理委民会の礎資が済んでいる場合は、「干拝読済みJにチヱツ
クし一部泣しくは全部の1lfi1が完了していない場合は、「未11'/l!l'Jにチヱツクすること。

その他（特記事項）

（※2）米1i'il主に場合は、そのFJ!1!1を記紋すること。
（※3）路止［時の「疫学研究に関する倫~J!指針」や「臨床研究に関する倫理！指針j に出拠する場合は、当該JJ1 阿に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利議杵｜反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設燈の有無

当研究に係るC01についての報告・審査の有無

当研究に係るC01についての指導・管理の有無

（関致事項） ・該当する口にチェックを入れることe

受講回 米受給ロ

有包 無口（虫！＼の場合はその1盟r!1:

有包 無口（然の場合は委託先機，~1 ・

有巴 無口（担の場合はその理取：

有ロ 終回（有の場合はその内容白

分担研究者の所協する機関の長も作成すること。



平成31年 4月 1 8日

厚生労働大臣 殿

機関名 京都大学

所属研究機関長職名 国際高等教育院

氏名 宮川 恒

次の職員の平成 30年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

1.研究事業名 厚生労働行政推進調査事業費補助金 （政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））

2.研究課題名 患者調査等、各種基幹統計調査における NDBデータの利用可能性に関する評価

( H2 9一政策一指定一 00 5 ) 

3.研究者名 （所属部局・職名）国際高等教育院データ科学イノベーション教育研究センター・特定教授

（氏名 ・フリガナ） 田村党 ・タムラ ヒロシ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称 ：
口 ． 口 口

（※I）当該研究者が当該研究を実施するに当たりJ!1守すべき倫理憎針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済みJにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない易合は、 「未審査Jにチェックすること．

その他（特記事項）

（※2）未審査に喝合は、その理由を記載すること．
（※3）廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針Jや 「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する湯合は、当該項同に記入すること．

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無

当研究に係るC0 Iについての報告 ・審査の有無

当研究に係るC0 Iについての指導 ・管理の有無

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

受講 ・ 未受講口

有 ・ 無 口（無の犠合はその理由：

有 ・ 無口（無のl!l合は委託先機関・

有 ・ 無口（無の嶋合はその理由：

有 口 無 ・ （有の場合はその内容・

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること．



厚生労働大阪殿

平成31年 4月 1 8日

機関名京都大学

所属研究機関長織名医学研究

氏名塁斗」

次の職員の平成30年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

1 研究事業名 厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

2.研究課題名 患者翻管等、各積系幹統計調査における NDBデータの利用可能性に隠する評価

( H2 9一政策一指定一 00 5 ) 

3.研究者名 （所属部局・ JI品名）医学研究科・助教

（氏名・フリガナ） 平木ヲ駒市・ヒラギ シュウスケ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入間I)

有 無 審査済み 簿登した機関 米審査（幻）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ヨ ロ ロ

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ 量 ロ ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫埋指針 Oc3J ロ 温 ロ ロ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ • 。 ロ

号事の~筋に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（！旨針の名称．
ロ ． 。 ロ

（※I)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の議査が済んでいる場合は、「審査済みJにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「米審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）米審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）防止制Iの「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、当該項阿に記入すること。

5. I事生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管躍に関する規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設霞の有無

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無

（留意事項） ・該当する口にチェッタを入れること。

受講属 米受講ロ

有国 然。（担の場合はその理由．

有・ 無口（蛙の場合は委託先機関‘

有司 無口（然の場合はその現出

有口 ！店 掴（有の場合はその内容

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



平成31年4 月初日

j事生労働大臣殿

機関名京都大学

所！潟研究機関長 i除名 医学研究

氏名

次のl職員の平成 30年度厚生労働行政推進調盗事業主主の調資研究における、倫理君主査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

1.研究事業名 厚生労働行政挽進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学f{li進研究事業）

2. 研究課題名 践者調脊等、各縄県幹統計調査における NDBデータの利用可能性に関する評価

( H2 9一政策一指定一 00 5 ) 

3.研究者名 (pfr服部局・ l織名）

（氏名・フリガナ）

4.倫理若手査の状況

京都大学大学院医学研究科健康情報学研究員

il'li JI: 31ミ知 サカ壬三±

該当性の有無 在日日で該当がある場合のみ記入間I)

有 凱E 君主張j斉み 若干資した機関 米議まま（li,2)

ヒトゲノム・逃伝子解析研究に関市る倫Jill指針 ロ 掴 ロ ロ

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ

ー
口 ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫耳I!指針（栄町 ロ

ー
ロ ロ

j写生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ 圃 ロ ロt予の実施に｜刻守る基本指針

その他、談当する倫理指針があれば記入すること

（／旨量iの名称．
ロ 闘 ロ ロ

（※I)当該研究者が当該研究を実絡するに当たり滋苛すべき倫明！指針にl弘Iする倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「浴J!i'.i.舟みjにチエツ
クし－nil若しくは全i閣の若干査が完了していない場合は、「未諮王室Jにチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）米議室Eに場合は、その理由を記紋すること。
（※3）廃止自／jの「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針Jにti拠する場合は、当該耳1阿に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

'3研究機関におけるC0 I委員会設霞の有無

当研究に係るC0 Iについての報告・議資の有無

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無

（留主主事項） 該当する口にチェックを入れること。

受講闘 未受講ロ

有圃 無口（無の場合はその理由：

有田 無口（無の場合は委託先機関

存置 無口（無の場合はその理由

有口無劃（有の場合はその内容。

・分担研究者の所隠する機関の長も作成すること。



厚生労働J大医殿

平成31年件丹功 臼

機関名 京都大学大

所属研究機関長 l除名 医学研究科

氏名一型Lニ

次のl隊員の平成30年度厚生労働行政推進調査事業費の猟査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管組については以下のとおりです。

1 .研究事業名 厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学縫進研究事業）

2. 研究課題名 民主者調脊等、名稲茶幹統計翻脊における NDBデータの利用可能性に関する評価

( H2 9一政策一指定一 00 5 ) 

3.研究者名 （所潟部局・ l織名）

（氏名・フリガナ）

4. 倫理君主査の状況

京都大学医学部隊属病院医療情報企悶昔日・助教

大寺符佑・オオテラショウスケ

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入以I)

有 }!\€ 苦手査｛汗み ？持5ました機関 米議:i'1'<*2) 

ヒトゲノム・逃伝子制J析研究にl渇する倫理！指針 口 園 ロ ロ

遺伝子治療等臨床研究に｜到する指針 臼 園 ロ ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫鹿指針（畑） 副 口 圃 京都大学 む

限生労働省の所管する災！fill機関における動物｝rn売
ロ 置 ロ ロ

ミ平の実施に関守る総本指針

その他、該当する倫理！指針があれば記入すること

（／旨量iの名称・
ロ 置 ロ ロ

（民 I) 当波研究在が当該研究を実施するに当たり巡守すべき倫理指針に！到する倫~I!委民会の怒査が済んでいる場合は、「得査済みj にチエツ
クし一部若しくは全部の諮:ii'が完了していない場合は、「未言語:ii'Jにチェック1ること．

その他 （q寺記事項）

（※2) 1ミ昔r査に場合は、その理由を記A止すること。
（※3) ff！止ill！の「疫学研究にi期する倫理！指針Jや「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、当該項同に記入すること．

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫辺教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管思に関市る規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設目立の有無

当研究に係るC0 1についての報告・草野至宝の有無

当研究に係るC01についての指導・官。壊の有無

（留認：l）＞耳目） 該当する口にチェックを入れること．

受講国 米受講口

有国 ｝！！€ロ（無の場合はその理出 e

有国 無口（無の場合は委託先機関

イ苦闘 無口（加の場合はその理由

有口 !!!€ • （有の場合はその内容

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



平成31年宣月30釘

厚生労働大臣殿

機関名 公立大学法

所属研究機関長職名理事長

氏名組差_1ft.塑

次の職員の平成 30年度厚生労働行政推進調査事業焚の調査研究における、倫理務査状況及び手lj設相反等の

管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

2. 研究課題名 患者調査等、各種基幹統計調査における NDBデータの利用可能性に関する評価

3. 研究者名 （所属部局・般名） 医学部・講師

（氏名・フリガナ） 野回総也 ・ノ ダタ ツヤ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 2己記で該当がある場合のみ記入（削）

有 1叫 審査済み 審査した機関 来務室主（法2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に泌する倫理指針 口 圃 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 園 ロ 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針｛？と3) 聞 口 ． 奈良県立医科大学 ロ

豚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 盟 ロ ロ

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称．
口 置 ロ ロ

（※1）当該研究者が当該研究を実絡するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチェッ
クし 部若しくは全部の審盗が完了していない場合は、「来審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）来審査に場合は、その理腐を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、当該頃自に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫混教育の受講状況

6. 利益相反の管理

当研究機器司におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無

（留意事項） ・該当するロにチェックを入れること。

受講翻 未受講口

有国 無口（／需の場合はその理由・

有 E 無口（！iiiの場合は委託先機関

有瞳 無口（無の場合はその理由：

有ロ無置（有の場合はその内容

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



平成31年 3月iι 日

厚生労働大在 殿

軽量｜羽名

所属研究機関長職名

氏名

国立保健

院長
福島 /Ii雪面

次の職員の平成30年度厚生労働行政推進湖資事業焚の調査研究における、倫理審査状況及び荷主主柑反等の

管理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

2. 研究詰11題名 患者翻夜空卒、各稲機関統計澗夜における NDBデータの利用可能性に関する評価

3 研究者名 （所五良部局・ l除名） 保｛i[t［袈政徳済誌H111iliif・究センター・主任,1jJf兜官

（氏名・フリガナ） 佐jj語 大介・サトウ ダイスケ

4. 倫五lit訴ままの状況

該当初iの有無 左況でj]J,笥がある場合のみ記入（日1)

11 /!!( ？持千Fぜfみ 秘資した機似l 米iiヂf.rn,2> 

ヒトゲノム・ i宣伝子解析研究に関する倫理指針 ロ 翻 口 口

遺伝子治療体臨床研究に｜期する指針 ロ 劉 ロ 口

人を対象とする医学系研究に関する倫l!Nl移I・ rn・3) ロ 翻 口 ロ
/l;t生労働省の所管する~j血機関における動物~験

口 国 臼 口
符の災地に！刻する法本指針

その他、該当する倫即指針があれば記入すること

（指針の名称．
口 麹 ロ ロ

（※l）当日東研究者が当江主研究を災絡するにさiたり遵守すべき倫四l指針に｜叫する倫四日芸民会の帯査が済んでいる場合l丸 f帯夜済みJにチエツ
クし一部精しくは全部の瀞貨が完了していない場合I土、 r，＋，瀞l'l'Jにチェックすること。

その他（特記1]J'.J喪）

（※2）米海軍Eに場合は、その班illを記載すること。
（詰13)JJg止出！の f疫学研究に閲する倫理！術面l・Jや f臨床研究に閲する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫溜！教育の交紛状況

6.利主主祁反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設i還の有I!!!

当研究に係るC0 1についての報告・ allトJ!i:の有／！！＼

当研究に係るCorについての指導・管理の平fl!ll

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

受締罰 来受；／主 D 

有 園 ／＂.€口（無の場合はその理rl1 ・

午fIll i唱。（無の場合は委託先機関

有雷無口（無の綴合はその理rlt:

有 口 j臣盟（有の場合はその内容。

・分担研究者の所潟する機闘の長も作成すること。
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厚生労働大臣 殿

機関名公益財団法人東京都医学総合研究所

所属研究機関長 職 名 理事長

管理については以下のとおりです。

l. 研究事業名 厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

2.研究課題名 患者調査等、各種基幹統計調査における NDBデータの利用可能性に関する評価

( H2 9一政策一指定一00 5 ) 

3.研究者名 （直属部局 ・職名） 精神行動医学研究分野 唖空昼

（氏名・フ リガナ）

4. 倫理審査の状況

奥村 泰之（オクムラ ヤスユキ）

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 ロ

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称－
ロ ． 口 口

（※1）当核研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講 ・ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有 ・ 無口（無の場合はその理由．

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有 ・ 無口（無の場合は委託先機関：

当研究に係るC0 Iについての報告 ・審査の有無 有 ・ 無口（無の場合はその理由：

当研究に係るC0 Iについての指導 ・管理の有無 有口 無 ・ （有の場合はその内容・

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


